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 前文 

 地方独立行政法人宮城県立こども病院（以下「法人」という。）は、宮城県知事から指示された法人が

達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）の達成に向けて、医療型障害児入所施設
１「宮城県立拓桃園」を協働的に運用し、高度で専門的な医療及び総合的な療育を提供し、医療・療育の

水準の維持・向上に貢献する。 

 社会状況と医療環境の変化は著しく、小児の疾病構造は変化しており、日常的な医療的ケア、在宅医

療、そして成人移行期支援の必要度はより高まっている。また、医療の高度化や少子化の進行に伴い、小

児重症患者診療の集約化は今後さらに進んでいく。平時、災害時を問わず、当院が果たすべき医療と療育

が継続できるよう、体制整備や関係機関との連携強化がより重要となる。 

 法人は、東北唯一の小児周産期・高度専門医療施設としてその役割と社会的ニーズの変化を柔軟に見定

めながら、宮城県（以下「県」という。）の在り方検討に参画し、患者及びその家族と地域社会のため

に、医療・療育の安定的かつ持続的な提供に取り組むものとする。 

 

 １ 理念 

   宮城県立こども病院（以下「当院」という。）を整備する際に県が策定した「宮城県小児総合医療

整備基本構想・基本計画」に掲げられた基本理念と法人の理念のもとに、東北唯一の小児専門病院

として更なる発展を目指し、病院運営に努めていく。 

(１) 宮城県小児総合医療整備基本構想・基本計画の基本理念 

    すべての子どもにいのちの輝きを 

(２) 病院の理念 

私たちは、こどもの権利を尊重し、こどもの成長を育む心の通った医療・療育を行います。 

私たちは、高度で専門的な知識と技術に支えられた、良質で安全な医療・療育を行います。 

 

２ 使命 

(１) こども病院は、県の小児専門医療及び小児リハビリテーションの核として、また、東北地方 

唯一の高度で専門的な小児医療を提供する病院として、急性期から慢性期に至るまでの高度な 

医療・療育サービスを総合的かつ効果的に提供する役割をより積極的に果たす。 

(２) 安定した診療体制の構築と県内医療・福祉・教育機関との役割分担及び連携の強化を進め、 

医療・療育の需要に的確に対応するとともに、効率的な業務運営体制の確立を図る。 

 

 ３ 基本方針 

(１) チーム医療・成育医療及び総合的な療育プログラムを実践し、温かい医療・療育を行いま   

 す。 

(２) こどもの成長・発達に応じたきめ細やかな医療・療育を行い、自立の心を育みます。 

(３) 一人ひとりの成長・発達に寄り添い、安全で潤いのある療養・療育環境を整えます。 

(４) 小児医療と療育の中核施設として、地域の関係機関と連携し、患者や家族の地域での生活を  

 支えます。 

(５) こどもや家族と診療・療育内容の情報を共有し、情報公開に努めます。 

(６) 自己評価を行い、外部評価を尊重するとともに、業務の改善や効率化を図り、健全経営に努  

 めます。 

(７) 臨床研究及び人材の育成を推進し、医療・療育水準の向上に貢献します。 

(８) 職員の就労環境を整備するとともに、職員の知識・技術の習得を支援します。 

 

第１ 中期計画の期間 

     令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間とする。 
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第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措

置 

  １ 診療事業及び福祉事業 

    県の周産期・小児医療及び療育に関する施策や県民のニーズの変化を受け止め、利用者である県民

に対して、成育医療や療育の理念に基づく高度で専門的な医療及び総合的な療育を集約的に提供す

る。また、地域の関係機関等と連携し、地域に貢献する。  

提供するサービスの質の向上を図る観点から、病院全体及び各部門の数値目標を定め、その達成に

向けて適切に業務を遂行する。 

  (１)  質の高い医療・療育の提供 

イ 高度で専門的な医療への取組及び政策医療の適切な実施 

          当院の特徴や強みを生かし、高度で専門的な医療に取り組み、診療体制の維持と更なる充実を

図る。また、施設認定の維持・取得、先進的な医療の推進等、周産期・小児医療水準の向上に

努め、県の政策医療を適切に実施する。 

ロ 総合的な療育サービスの提供 

障害のあるこどもの保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療という

医療型障害児入所施設としての責務を果たし、障害のあるこどもとその家族がより生活しやす

くなるよう、総合的な療育サービスを提供する。 

ハ クリニカルパスの活用 

 医療の標準化、看護の均質化等を図るため、クリニカルパス２の作成、活用を推進し、クリニ

カルパス適用率の向上を図る。 

【指標】 

クリニカルパスの適用率を毎年度、６０％以上とする。 

ニ 退院サマリーの作成 

     患者の退院後の継続した診療を円滑にし、質の向上を図るため、退院後、速やかな退院サマリ

ー３の作成に努める。 

【指標】 

退院後２週間以内の退院サマリー作成率を毎年度、９０％以上とする。 

ホ 在宅療養・療育への移行支援の推進 

急性期治療後の病棟移行や在宅療養・療育への円滑な移行に向けて、多職種協働で、退院・退

所後を見据えて退院支援計画等を作成し、患者及びその家族が安心して療養・療育できる環境

を整えるなどの取組を推進する。 

へ 小児リハビリテーションの充実 

急性期から慢性期の患者に対し、生活の質の改善・向上を目的に、発達段階やライフステージ

に応じたリハビリテーションを実践する。 

ト 成人移行支援の充実 

県及び医療・療育機関等と連携して、成人期を迎える患者の成長・発達に応じた成人移行支援
４に取り組む。 

【指標】 

① 成人移行期支援外来受診患者数（実人数）を毎年度、１５０人以上の実績とする。 

② 成人移行期支援外来受診患者数（延べ人数）を毎年度、３００人以上の実績とする。 

  (２)  地域への貢献 

イ 情報発信の強化と関係機関等との連携推進 

(イ) 情報発信の強化 

地域住民の理解を促進し、また、医療・療育機関等との連携を推進するため、当院の特徴や

強み等について、様々な媒体を用いた情報発信に努める。 

(ロ)  関係機関等との連携推進 
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東北地方唯一の高度で専門的な小児医療を提供する病院としての役割・機能を果たすため、

オンラインの活用等により、県内外の医療機関との病病・病診連携５や療育関係機関等との連

携を推進する。 

地域医療支援病院６として、登録医療機関・登録医との連携推進や紹介率７及び逆紹介率８の

維持・向上に努める。 

【指標】 

① 紹介率を毎年度、８０％以上とする。 

② 逆紹介率を毎年度、５５％以上とする。 

ロ 救急医療の充実 

(イ)  周産期・小児医療の救急医療への対応 

小児三次救急医療９については、他の三次救急医療機関と密接に連携し、他機関で対応困難

な最重症小児患者（主に内因性疾患）の転院搬送・救急搬送をＰＩＣＵで常時受け入れる。小

児重症患者搬送チームによる迎え搬送（病院救急車）の拡充やドクターヘリとの連携により、

県内外の小児重症患者を安全に搬送し、受け入れる体制をさらに充実する。 

二次救急医療 10については、時間外救急診療体制の強化を図るとともに、他の医療機関から

の紹介転送や救急隊からの搬入依頼に積極的に対応し、救急患者の受入れの増加に努める。ま

た、休日等における小児医療の確保のため、仙台市小児科病院群輪番制事業 11 に引き続き参

加し、担当する。 

仙台市夜間休日こども急病診療所、石巻市夜間急患センター等への医師派遣を引き続き実 

施し、県の一次救急医療 12に寄与する。 

地域周産期母子医療センターとして、周産期の救急医療に適切に対応する。 

(ロ)  救急医療体制の充実に向けた検討 

小児重症患者診療の最後の砦として、県内外の三次医療機関や小児救急を担う医療機関と 

の役割分担及び協力体制をさらに進め、小児の救命率の向上、地域医療の充実への貢献を図

る。 

医療の高度化や少子化に伴い、小児重症患者診療の集約化は今後さらに進むことから、小 

児重症患者の更なる受入れに必要な診療体制と設備の検討を行う。 

ハ 新興感染症等への対応 

新興感染症 13 等の公衆衛生上重大な危害が発生した場合は、県との医療措置協定に基づく措

置を講じるなど、県の要請に応じ地域医療の確保に努める。 

(３)  患者・家族の視点に立った医療・療育の提供 

イ 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり 

患者及びその家族が医療・療育の内容を適切に理解し、納得した上で、治療や検査を自己選 

択できるよう説明・相談体制を充実するとともに、説明・相談に適した環境の向上に努める。 

年齢に応じたインフォームド・コンセント 14、インフォームド・アセント 15の実施に努める。 

患者及びその家族が抱える諸問題に対しては、患者相談窓口において総合的な相談に対応する

など、その解決・軽減に向けて支援する。 

ロ 患者の価値観の尊重 

患者及びその家族からの意見・要望等について、迅速かつ適切に対応する。 

患者満足度調査を実施して分析・検討を行い、患者及びその家族のニーズを踏まえて、提供す

るサービスの内容や病院の運営管理等の改善に取り組む。 

【指標】 

患者満足度調査における総合満足度平均点を毎年度、４.０点以上とする。 

ハ セカンドオピニオンの適切な対応 

当院でのセカンドオピニオン 16を希望する患者を受け入れるとともに、他の医療機関でのセカンド

オピニオンを希望する患者を支援するなど、セカンドオピニオン希望者への適切な対応に努め、患者
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及びその家族の医療・療育内容の理解と治療の選択を支援する。 

 (４)  患者が安心できる医療・療育の提供 

イ 医療倫理の確立 

当院で行う医療行為に関連して発生する可能性がある倫理的課題については、法令遵守及び 

倫理的観点から臨床倫理委員会で検討し、適切に対応する。 

診療情報の提供及び患者の権利やプライバシーの保護に取り組み、患者及びその家族が安心で

きる医療・療育を提供する。 

ロ 医療安全対策の充実 

医療安全対策を推進するため、医療安全推進室、安全対策委員会及びリスクマネージャー会 

議が連携して、インシデント 17 事例の適正な分析等を行い、再発防止や重大なインシデント 18

の縮減を図る。 

重大なインシデントが発生した場合に迅速に対応できる体制を維持・向上する。 

定期的に病棟や診療関連部門のラウンドを実施し、安全な医療環境のための助言と対策を行

う。 

職員が共通認識のもとで医療安全行動がとれるようマニュアルを見直し、周知、実践する。 

医療安全対策に係る教育、研修を行い、意識、技能の向上を図る。 

【指標】 

 医療安全対策に関する全体研修を毎年度、２回以上実施する。 

ハ 院内感染対策の充実 

院内感染対策を推進するため、感染管理室、感染対策委員会及び感染制御チーム（ＩＣＴ）が

連携して、院内ラウンドの充実、発生・蔓延防止対策の立案、実行、評価等に取り組み、患者

及びその家族並びに職員の安全を確保する。 

抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）による抗菌薬適正使用に関する介入及び教育・指導を強

化し、抗菌薬の適正使用に関する協議、指導の強化を図る。 

院内感染対策及び抗菌薬適正使用に係る教育、研修を行い、意識、技能の向上を図る。 

【指標】 

院内感染対策に関する全体研修を毎年度、２回以上実施する。 

 

２ 療育支援事業 

医療型障害児入所施設として、自立した生活を送れるようこどもの成長・発達を促し、温かく見守

り育む療育を実現するため、療育支援体制の充実、地域生活の支援等、総合的な療育支援に取り組

む。 

(１) 療育支援体制の充実 

こどもの成長・発達に合わせた療育を適切に提供するため、療育支援部門に必要な専門職を適 

正に配置する。 

療育支援事業に係る日ごろの実践内容を整理・評価するとともに、専門職としての経験を蓄積

し、技量の向上に努める。 

(２)  在宅療養・療育支援の充実 

イ 療育サービスの充実 

個別支援計画に基づき、多職種協働で、専門性を生かした総合的な療育プログラムを提供し、

その充実に努める。 

入所の目的と期間を予め定めて入所する有期有目的入所 19を推進する。 

【指標】 

① 有期有目的入所者数（実人数）を毎年度、１００人以上とする。 

② 有期有目的入所者の割合を毎年度、８０％以上とする。 

ロ 障害のあるこどもとその家族の地域生活の支援 
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障害のあるこどもとその家族が障害を理解し、受け入れ、地域で安心して生活できるよう、障

害に対する理解を深めるための学びの機会を提供する。 

県の医療的ケア推進事業に引き続き参加し、医療的ケアを必要とする児童生徒の安全・安心な

学習環境を支援する。 

   ハ 短期入所及び体調管理入院の充実 

短期入所、体調管理入院の充実を図り、在宅療養・療育への移行及び在宅療養・療育の継続を

支援する。 

 

３ 成育支援事業 

こどもの権利を尊重し、こどもの望ましい成長を支える成育医療を実現するため、成育支援体制の

充実、こどもの成長・発達への支援、患者及びその家族に対する心理的・社会的問題等への支援等

に取り組む。 

医療と療育を一体的に提供する施設として、病院ボランティアを積極的に受け入れ、病院スタッフ

との協働により、より充実した患者サービスの提供に努める。 

(１) 成育支援体制の充実 

こどもの成長に合わせた成育医療を適切に提供するため、成育支援部門に必要な専門職を適正 

に配置する。 

成育支援事業に係る日ごろの実践内容を整理・評価するとともに、専門職としての経験を蓄積

し、技量の向上に努める。 

(２)  こどもの成長・発達への支援 

患者及びその家族のＱＯＬ（生活の質）及びアメニティ（環境の快適性）の向上に努めるとと 

もに、個別性を捉えてこどもが主体的に取り組める活動を企画するなど、こどもの成長・発達を支

援する。 

多職種が協働して、行事・イベントの開催や訪問の受入れ等を行うとともに、宮城県立拓桃支援

学校と連携するなど、患者及びその家族にとってより良い療養・療育環境プログラムを提供する。 

【指標】 

 多職種協働による行事を毎年度、８回以上実施する。 

(３)  患者と家族の心理的援助及び社会的問題等への支援 

インフォームド・コンセント、インフォームド・アセント後に、医療者から受けた説明に対する

患者と家族の理解状況を確認し、検査・治療に対する適切な理解と不安の軽減につながるよう支援

する。 

患者及びその家族の心理的・経済的・社会的問題に対しては、関係する専門職が連携して、その

解決・軽減に向けて、早期から積極的に支援する。 

当院だけでは解決困難な患者及びその家族の諸問題に対しては、関係機関との連携を図り、その

解決・軽減に向けて、積極的に支援する。 

臨床遺伝学の発展に伴う新たな検査・診断について、専門職を中心に、患者及びその家族を支援

する。 

(４)  病院ボランティア活動の充実と支援 

より充実した医療・療育サービスを提供するため、病院ボランティアと病院スタッフとの協働的

連携を図り、ボランティア活動の充実に努める。 

ボランティア研修を充実するなど、患者及びその家族にとって有益なボランティア活動となるよ

う支援する。 

     

４ 臨床研究事業 

県及び東北地方全体の周産期・小児医療・療育水準の向上のため、臨床研究を積極的に遂行する。 

臨床研究及び治験について、関係法令等を遵守して実施する。 
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(１)  臨床研究の推進 

倫理委員会において、臨床研究の対象となる個人の人権擁護、利益・不利益及び危険性等を適切

に審査し、臨床研究の活発な遂行を図る。 

東北大学等との連携を図り、科学的根拠となるデータ集積及びエビデンスの形成に努める。 

診療及び研究の成果を論文として発表し、国内外への発信力を高めるとともに、その成果の臨床

への導入を推進する。 

【指標】 

臨床研究実施件数 20を毎年度、２００件以上とする。 

(２)  治験の推進 

治験審査委員会において、治験を実施することの倫理的、科学的及び医学的見地からの妥当性に

ついて審査するなど、治験の原則に則して適切に推進する。  

東北大学病院臨床研究推進センターの東北トランスレーショナルリサーチ拠点形成ネットワーク

（ＴＮＮ）21 や国立成育医療研究センターを核とした小児治験ネットワーク 22 等を積極的に活用

し、当院の特徴を生かした質の高い治験を推進する。 

 

５ 教育研修事業 

当院の研修プログラムの充実や他の臨床研修病院との連携等により、研修医や地域医療を担う医師

等の確保及び育成に積極的に取り組む。 

職員の資質向上に資する取組を積極的に支援する。 

県内の医療・療育従事者に対する知識及び技術の普及のための研修事業の充実を図る。 

(１)  質の高い医療・療育従事者の育成 

イ 臨床研修医や専攻医の育成 

協力型臨床研修病院として、基幹型臨床研修病院に所属する医学部卒後１年目から２年目まで

の臨床研修医の研修（１～２か月間）を受け入れる。 

医学部卒後３年目から５年目までの専攻医については、当院独自の研修プログラムに基づいた

質の高い研修を提供し、他の研修病院と密接な連携及び人的交流を図りながら良質な医師を育

成する。 

特に、小児内科系コースに関しては、当院の研修を東北大学小児科研修協議会による「小児科

研修プログラム ｉｎ ＭＩＹＡＧＩ23」の一環と位置付け、プログラムに登録した専攻医のロー

テート研修を積極的に受け入れる。 

医学情報の検索・入手環境の充実、研究支援体制の充実、各種研修会の開催、臨床研修指導医

講習会への参加等を通して、教育研修環境の整備に努める。 

ロ 専門医の育成 

医療内容の高度化や増患対策等の課題に対応するため、小児医療における各領域のサブスペシ

ャリティ専門医 24 を目指す卒後６年目以降の若手医師を受け入れ、当院独自の専門研修制度と

関連施設との協力体制の下に次世代の専門医を育成する。 

   ハ 職員の資質向上への支援 

医師をはじめ、看護師、薬剤師、医療技術職員及び事務職員等に対する院内研修会等を充実す

るとともに、新たな知見獲得、病院として必要な資格取得、自己啓発等のため、各種学会、外

部研修会への参加等、職員の資質向上のための支援に努める。 

(２) 地域に貢献する研修事業の実施 

地域医療支援病院として、県内外の周産期・小児医療従事者及び関係機関への教育的役割・情 

報発信的役割を果たすため、地域医療連携推進計画に基づき、登録医療機関の医師・職員、関係機

関の職員に対し、講演会等の地域医療研修会を開催し、その充実を図る。 

療育拠点施設として、地域の療育スタッフ等の資質向上を支援するため、療育支援研修会を開 

催、実習支援を実施し、その充実を図る。 
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その他、県内の医療・療育従事者に対する研修事業の実施に努める。 

【指標】 

① 地域医療研修会を毎年度、１２回以上開催する。 

② 療育支援研修会を毎年度、１回以上開催する。 

③ アレルギー疾患連携推進事業講習会を毎年度、２回以上開催する。 

 

６ 災害時等における活動 

災害、新興感染症等の公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、迅速か

つ適切に対応する。 

大規模災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、医療救護体制の整備及び関係機関

との連携等について検討し、災害対策マニュアルを整備する。また、災害等の発生に備えて、防災

マニュアルや事業継続計画の見直しを行うとともに、防災訓練等の実施に努める。 

災害時においても地域での対応が困難な小児重症患者の受入れなど小児の高次医療を継続すること

が当院の役割となることから、それに必要なインフラ整備について検討する。 

防犯等の安全対策については、防犯マニュアルに基づく訓練や研修を実施するなど、安全管理体制

の徹底に努める。 

 

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

医療・療育環境の変化に的確かつ柔軟に対応するため、組織体制の適切な構築、医療・療育体制と

経営管理体制の相互連携等により業務運営の改善や効率化を推進し、業務運営体制の強化を図る。 

(１)  効率的・効果的な組織の構築 

当院の持つ機能・役割に即した効率的・効果的な組織を構築する。 

職務遂行能力や適性を反映した職員配置を行い、医療・療育ニーズや医療・療育を取り巻く環境

の変化、業務量等の変化に対応できるよう努める。 

(２)  業務運営体制の強化 

事務職員の資質向上と組織活性化に取り組み、経営力の強化を図る。 

ＰＤＣＡマネジメント 25による運営を徹底し、業務運営体制の強化を図る。 

委員会活動等、職員の主体的な参画を推進する。 

 

２ 業務運営の見直し及び効率化による収支改善 

他の小児病院等との比較を通して経営分析を行うとともに、各種経営指標を活用して法人の業務全

般について最適化を図り、収益の増加及び経費の節減に取り組み、収支改善を図る。 

(１)  医療資源の有効活用 

法人が有する人的資源、物的資源及び情報資源を有効に活用して、収支改善を図る。 

イ 病床の効率的な利用の推進による収支改善 

病床の管理体制を充実して入退院予定情報や空床情報等を集約的に把握し、緊急入院患者等が

円滑に入院できる体制を整える。 

患者数の増加に向けて、具体的な行動計画を策定し、関係機関との連携、広報活動の強化、救

急患者の受入れ等を積極的に推進する。 

【指標】 

病床利用率 26を毎年度、７６％以上とする。 

ロ 医療機器の効率的な利用の推進による収支改善 

医療機器の状態・状況により診療等が滞ることのないように、経年劣化の状態や稼働状況等を

把握する。 

医療機器の院内修理や整備を適切に実施し、維持コストの削減及びダウンタイム（故障・修理
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による使用不能時間）の減少に努める。  

(２)  収益確保の取組 

新たな診療報酬の取得可能性やＤＰＣの係数向上等について診療データを基に具体的に検討

し、提供する医療・療育サービスとその提供体制に見合った収益を確保する。 

収益確保に係る制度や算定状況に関する職員の理解を深め、また、診療報酬制度改定や障害福

祉サービス等報酬改定への対応を迅速かつ適切に行い、事業収益の確保に取り組む。 

診療報酬等の請求漏れの防止及び未収金発生の防止と早期回収に取り組む。 

(３)  業務運営コストの節減 

医療材料・医薬品等の適切な管理、必要に応じた購入・管理方法の見直し、適正な職員配置、

業務委託の見直し等により、経費の節減を図る。 

イ 医療材料・医薬品等の適切な管理による節減 

医薬品、医療消耗備品等の材料の購入については、競争性の確保、適切な在庫管理、契約品目

数の標準化及び必要に応じた購入・管理方法の見直し等に努め、購入価格及び材料費比率の低

減を図る。 

棚卸資産の効率的な活用を図るため棚卸しを行い、過剰な在庫や使用期限の到来による廃棄が

生じないよう徹底する。 

後発医薬品やバイオシミラーの導入を推進するとともに、適正価格による購入に向けて価格交

渉に注力する。 

ロ 適正な職員配置及び業務委託の見直しによる節減 

業務量に対応した適正な職員配置、職員の職務能力の向上を図るとともに、知識と経験のある

退職者の再任用等の人材活用の促進等により、人件費比率の低減を図る。 

業務委託内容の見直しや競争性の確保等により、委託費比率の低減を図る。 

(４)  財務分析の実施 

会計処理を適切に行うとともに、財務分析を行い、経営の効率化を図る。 

他の医療・療育機関の経営情報を集積し、当院の現状を客観的に把握する。 

(５)  外部評価の活用 

各事業年度に係る業務実績等に関する評価結果等の外部評価を活用して継続的な質改善活動に取

り組み、業務改善や病院機能の向上を図る。 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」で定めた計画を

着実に実施することにより、財務内容の改善を図る。 

【指標】 

① 経常収支比率 27を毎年度、１００％以上とする。 

② 医業収支比率（修正医業収支比率 28）を毎年度、７３.９％以上とする。 

１ 予算 

別紙１のとおりとする。 

 

２ 収支計画 

別紙２のとおりとする。 

 

３  資金計画 

別紙３のとおりとする。 

 

第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 
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２０億円とする。 

 

２ 想定される理由 

医療機器の更新及び施設の修繕等を想定した資金繰資金の支払に対応するため。 

 

第６ 出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

   中期目標期間中の計画はない。 

 

第７ 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   中期目標期間中の計画はない。 

 

第８ 剰余金の使途 

決算において剰余金が生じた場合は、将来の病院建物の大規模修繕、改築、医療機器の整備等に充

てる。 

 

第９ 積立金の処分に関する計画 

   中期目標期間の最終事業年度終了後、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第４０条

第４項に該当する積立金があるときは、将来の病院建物の大規模修繕、改築、医療機器の整備等に

充てる。 

 

第１０ 料金に関する事項 

１ 使用料及び手数料 

理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

(１)  健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項の規定により厚生労働大臣が定める算定

方法（診療報酬算定方法）により算定した額 

(２) 健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準（食

事療養及び生活療養費用算定基準）により算定した額 

(３)  (１)及び(２)以外のものについては、別に理事長が定める額 

 

２ 使用料及び手数料の減免 

理事長は、特別の事情があると認めたときは、使用料又は手数料の全部又は一部を減免することが

できる。 

 

第１１ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 人事に関する計画 

(１)  人事に関する方針 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療・療育を提供するため、中長期的な視点 

の下、適切な人員を計画的に確保・配置する。 

定年退職者の再任用等により、在籍時の経験と知識を活用する。 

【指標】 

早期離職率 29を毎年度、１０％未満とする。 

(２) 人材育成に関する方針 

教育研修事業や臨床研究支援体制の充実により、職員一人一人の専門性の向上を図る。 

外部研修機関が実施する研修事業等を活用し、人材の育成を図る。 

組織の活性化と職員のキャリア形成に資する人事ローテーションを実施する。 
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２ 職員の就労環境の整備 

日常業務の質の向上を図るため、職員の心身の健康状態を把握し、メンタルヘルス不調の早期発見

と未然防止に活用するメンタルヘルスケア等を実施する。 

多様な雇用形態を導入するとともに、職員のニーズに対応した院内保育所の運営等の子育て支援を

充実するなど、職員のワークライフバランスに十分に配慮し、職員が健康で、安心して働くことが

できる就労環境を整備する。 

「医師の働き方改革」に継続して取り組み、医師等の時間外労働縮小に取り組む。 

 

３ 情報セキュリティ対策に関する計画 

オンラインを活用した診療、研修等における情報の流出や医療情報システム上の個人情報等の漏え

いを防止するため、情報セキュリティ対策に努める。 

 

４ 医療機器・施設整備に関する計画 

(１)  医療機器・施設整備計画 

医療機器、医療情報システム及び施設の整備に当たっては、その目的、費用対効果、県民のニー

ズ、医療技術の進展等を総合的に勘案して、財源を含む投資計画に基づき更新・整備する｡ 

中期目標期間中に整備する医療機器、医療情報システム及び施設に関する計画は、別紙４のとお

りとする。 

(２)  医療情報システムの効率的活用 

電子カルテシステムを中心とした医療情報システムの業務の標準化及び運用改善を推進する。 

電子カルテシステムと医療機器の情報連携を推進するなど、効率的な活用を図る。 

(３)  大規模修繕計画 

施設整備については、１０年以上の中長期的な大規模修繕を視野に入れ、整備計画を適時見直し、計

画的に実施する。 
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【用語解説】 

用 語 内 容 

1 医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活

の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う施設のこと。 

2 クリニカルパス クリニカルパスは、患者用と医療者用に分かれる。 

患者用クリニカルパス：入退院の準備をスムーズに進められるよう、標準的な

治療ケア計画を患者や家族にとって分かりやすいように記したもの。 

医療者用クリニカルパス：医師や看護師、その他のメディカルスタッフが患者

に対する医療ケアの介入計画の確認、遂行状態のチェック、目標とする患者

状態の確認を行うために用いられるもの。看護計画、観察項目、指導計画な

どが時系列に記され、医療の標準化、患者の情報共有、安全管理に有用とな

るよう作成されている。 

3 退院サマリー 入院患者の退院に際して、関与する他の診療科、他の医療機関、ケア施設の間

で効率的に情報を共有し、当該患者の診察、治療、ケアを適切に連携・継承で

きるよう作成されるもの。退院時要約。 

4 成人移行支援 やがて自立を迎えるこどもたちが、自分自身の病気を正しく理解し、向き合

い、周りの人たちとコミュニケーションを取りながら病気とともに歩んでいく

ために、心身の成長に合わせて支援すること。 

5 病病・病診連携 核となる病院と地域の病院・診療所が行う連携。必要に応じ、患者を病院・診

療所から専門医又は医療設備の充実した核となる病院に紹介し、高度な検査及

び治療を提供する。快方に向かった患者は、元の病院・診療所で診療を継続す

る仕組み。 

6 地域医療支援病院 かかりつけ医を支援する能力を有し、紹介率８０％以上、救急医療の提供、地

域の医療従事者を対象とする研修の実施等の要件を満たす病院として、知事が

「地域医療支援病院」の名称使用を承認する病院のこと。 

7 紹介率 初診患者数に占める地域の医療機関からの紹介患者数の比率のこと。 

紹介患者数とは、開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状によ

り紹介された者の数（初診の患者に限る）であり、電話情報により自院の医師

が紹介状に転記した患者、紹介状または検査票のある、精密検診のための受診

を含む。 

初診の患者数とは、医学的に初診といわれる診療行為があった患者数。（以下を

除く：救急患者数、休日又は夜間に受診した患者、自院の健康診断で疾患が発

見された患者） 

紹介率（％）＝（紹介患者数／初診の患者数）× １００ 

8 逆紹介率 初診患者数に占める地域の医療機関への逆紹介患者数の比率のこと。 

逆紹介患者数とは、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に

説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介

を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除く） 

初診の患者数とは、医学的に初診といわれる診療行為があった患者数。（以下を

除く：救急患者数、休日又は夜間に受診した患者、自院の健康診断で疾患が発

見された患者） 

 逆紹介率（％）＝（逆紹介患者数／初診の患者数）× １００ 

9 三次救急医療 重篤な患者に対して高度な医療を総合的に提供する救急医療のこと。 

10 二次救急医療 入院治療を必要とする重症救急患者に対する救急医療のこと。 

11 仙台市小児科病院群輪

番制事業 

仙台市内の小児科を有する病院の一部が、土・日・祝日等の日勤帯について、

小児に係る二次救急患者を輪番制で受け入れる体制のこと。 

12 一次救急医療 軽症患者（帰宅可能患者）に対する救急医療のこと。 
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用 語 内 容 

13 新興感染症 最近新しく認知され、局地的あるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症

のこと。 

14 インフォームド・コン

セント 

診療に当たって、医療側が、患者に対して診断結果に基づく病状、治療の内

容、目的、危険性、成功の確率及び他の治療方法等を説明し、患者の同意を得

ること。患者の自己決定能力が前提であり、未成年者等の場合には保護者への

インフォームド・コンセントも必要である。 

15 インフォームド・アセ

ント 

小児患者の治療に際して、自己決定能力があるとはみなされないこどもに対し

て、その理解力に応じて病名、検査・治療・処置等の内容を分かりやすく説明

し、患者の了解を得ること。 

16 セカンドオピニオン 診断や治療選択等について、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療

機関の医師に「第２の意見」を求めること。 

17 インシデント 患者の診療やケアにおいて本来あるべき姿から外れたすべての行為や事態のこ

とであり、具体的には医療上の事故等、ヒヤリ・ハット事例、医療行為による

合併症のこと。 

18 重大なインシデント 患者の診療やケアにおいて本来あるべき姿から外れたすべての行為や事態で、

かつ次のいずれかに該当するインシデント ①インシデントレベル３ｂ以上の

事例 ②医療行為による合併症に起因する重篤な事例 ③その他重大なインシ

デントとして取り扱うことが望ましいと判断した事例 

19 有期有目的入所 医療型障害児入所施設において行われる、肢体不自由児に対する手術・リハビ

リなどを行う短期間の入所集中訓練や、重症心身障害児に対する退院後の地域

生活に向けた支援を目的とした短期間入所などのこと。 

これらの入所は短期間サイクルで、アセスメントや地域生活に向けた各種指

導、環境調整を必要とするため、平成２７年度の報酬改定において報酬の区分

が新たに設けられ、現在も同様に評価されている。 

 有期有目的入所者の割合（％） 

＝有期有目的入所者数／新規入所者数×１００ 

20 臨床研究実施件数 次の①②③を合算したもの。 

①こども病院の倫理委員会に申請された臨床研究のうち、当該年度が研究実施

期間に含まれる課題数。 

②こども病院の職員が多施設共同研究の分担研究者となっており、当院以外の

研究代表施設の倫理審査委員会で承認された臨床研究のうち、当該年度が研

究実施期間に含まれる課題数。 

③こども病院の職員が参加する特定臨床研究のうち、当該年度が研究実施期間

に含まれる課題数。 

21 東北トランスレーショ

ナルリサーチ拠点形成

ネットワーク（ＴＮ

Ｎ） 

東北７大学（東北大学病院ほか）が中心となり、高品質でスピード感ある臨床

研究や治験を実施するため、症例集積性の向上や、専門の人材の教育環境を整

備し、東北地域全体の臨床研究や治験の活性化を計ることを目的としたネット

ワークのこと。 

22 小児治験ネットワーク 日本小児総合医療施設協議会の加盟施設が、小児医薬品等の早期開発等の目的

を達成するために設置した小児に特化した全国規模の治験ネットワークのこ

と。 

23 小児科研修プログラム 

ｉｎ ＭＩＹＡＧＩ 

東北大学病院小児科を核とし、宮城県立こども病院等の拠点病院小児科が参加

する小児科専門医育成プログラムのこと。 

24 サブスペシャリティ専

門医 

ある分野の中の更に細分化された各専門分野についての知識・技能を修得した

医師のこと。 

25 ＰＤＣＡマネジメント 目標を達成するために計画（Ｐｌａｎ）を立て、それを実施（Ｄｏ）し、計画

内容どおりに実行されたかどうかの検証を行い（Ｃｈｅｃｋ）、問題等があれば

改善（Ａｃｔｉｏｎ）する。そして、その改善（Ａｃｔｉｏｎ）を次の計画
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用 語 内 容 

（Ｐｌａｎ）に反映して、サイクルの各プロセスを繰り返し実施することによ

り継続的な改善を行う経営管理手法のこと。 

26 病床利用率 病床利用率（％） 

＝年延入院患者数（退院患者含む）/（許可病床数×入院診療実日数）×１００ 

27 経常収支比率 経常収支比率（％） 

＝経常収益／経常費用×１００ 

28 修正医業収支比率 修正医業収支比率（％） 

＝（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）／医業費用×１００ 

29 早期離職率 早期離職率（％） 

＝採用後３年以内の退職者数／採用者数×１００ 

 

 

 



別紙１

（単位：百万円）
区         分 金    額

収入
　　営業収益 45,847
　　　　医業収益 32,403
　　　　　　入院収益 25,265
　　　　　　外来収益 6,387
　　　　　　児童福祉収益 389
　　　　　　その他医業収益 362
　　　　運営費負担金収益 13,011
　　　　補助金等収益 400
　　　　受託収入 33
　　営業外収益 355
　　　　運営費負担金収益 206
　　　　その他営業外収益 149
　　資本収入 5,897
　　　　長期借入金 5,897
　　その他収入 200
　　　　その他 200
収入合計 52,299
支出
　　営業費用 41,363
　　　　医業費用 38,053
　　　　　　給与費 22,189
　　　　　　材料費 7,269
　　　　　　経   費 8,308
　　　　　　研究研修費 287
　　　　一般管理費 1,284
　　　　　　給与費 1,168
　　　　　　経   費 116
　　　　控除対象外消費税等 1,598
　　　　資産に係る控除対象外消費税等償却 428
　　営業外費用 237
　　　　財務費用 231
　　　　その他医業外費用 6
　　資本支出 9,615
　　　　建設改良費 5,897
　　　　償還金 3,718
　　その他支出 111
　　　　その他 111
支出合計 51,326

 [人件費の見積り]

 [運営費負担金の算定ルール]
  諸手当、法定福利費に相当するものである。

    救急医療等の行政的経費及び小児医療・高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法
  第85条第1項の規定より算定された額とする。
    建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金等については、経常費助成のため
  の運営費負担金等とする。

予　　　　算　　　

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しないものがある。
（注２）資産見返戻入及び減価償却費、退職給付費用は含んでいない。

    中期計画期間中は総額23,316百万円を支出する。なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、
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別紙２

(単位：百万円）
区         分 金    額

収入の部 47,470
　　営業収益 47,115
　　　　医業収益 32,403
　　　　　　入院収益 25,265
　　　　　　外来収益 6,387
　　　　　　児童福祉収益 389
　　　　　　その他医業収益 362
　　　　運営費負担金収益 13,011
　　　　補助金等収益 400
　　　　寄附金等収益 60
　　　　資産見返運営費負担金戻入 228
　　　　資産見返補助金等戻入 35
　　　　資産見返寄附金等戻入 3
　　　　資産見返物品等受贈額戻入 942
　　　　受託収入 33
　　営業外収益 355
　　　　運営費負担金収益 206
　　　　その他医業外収益 149
支出の部 47,138
　　営業費用 46,901
　　　　医業費用 43,425
　　　　　　給与費 23,143
　　　　　　材料費 7,269
　　　　　　減価償却費 4,418
　　　　　　経   費 8,308
　　　　　　研究研修費 287
　　　　一般管理費 1,450
　　　　　　給与費 1,218
　　　　　　減価償却費 116
　　　　　　経   費 116
　　　　控除対象外消費税等 1,598
　　　　資産に係る控除対象外消費税等償却 428
　　営業外費用 237
　　　　財務費用 231
　　　　その他医業外費用 6
総利益 332

収　支　計　画　

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しないものがある。
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別紙３

（単位：百万円）
区          分 金   額

資金収入 56,080
　　業務活動による収入 46,202
　　　　診療業務による収入 32,403
　　　　その他業務活動による収入 149
　　　　運営費負担金による収入 13,217
　　　　補助金等収入 400
　　　　受託収入 33
　　投資活動による収入 200
　　　　投資有価証券の満期償還による収入 200
　　財務活動による収入 7,897
　　　　短期借入金による収入 2,000
　　　　長期借入金による収入 5,897
　　前期計画からの繰越金 1,781
資金支出 53,326
　　業務活動による支出 41,600
　　　　給与費支出 23,357
　　　　材料費支出 7,269
　　　　利息の支払額 231
　　　　その他業務活動による支出 10,743

　　投資活動による支出 5,897

　　　　固定資産の取得による支出 5,897
　　財務活動による支出 5,829
　　　　短期借入金の返済による支出 2,000
　　　　長期借入金の返済による支出 1,983
　　　　移行前地方債償還債務の償還による支出 1,735
　　　　リース債務の返済による支出 111
次期計画への繰越金 2,754

資　金　計　画　

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しないものがある。
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別紙４

医療機器整備

 　 第四次医療情報システム

  　X線MR診断装置

　　病棟用生体情報モニタリングシステム

　　血管撮影・心臓カテーテル検査システム

　　放射線画像情報システム

　　PICU人工呼吸器システム

ほか

施設整備

　　発電機及び周辺機器更新

　　吸収式冷凍機更新

宮城県からの
長期借入金

5,897

医療機器・施設整備に関する計画　

　中期計画期間中、医療機器等の更新など、法人が担うべき医療を適切に実施するため、状況に応じ
て医療機器及び施設整備への投資を行うものとする。
　計画期間中の総投資金額は、5,897百万円程度としつつ、状況に応じて増減があるものとする。

（単位：百万円）

医療機器・施設整備の内容 財源 予定額

- 17 -


